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木村　文彦　議員

1　近隣自治体との業務提携について
2　子供の保育について

武田　　清　議員

1　有害鳥獣の被害状況と対策について
2　マイ袋の推進、取り組みについて

出口憲二郎　議員

1　早期健全化団体となるのではないか
2　事務事業評価制度について
3　一般廃棄物処理業務委託契約について

宝　　　覚　議員

1　後期高齢者医療制度と国保について
2　道路特定財源について
3　合併浄化槽補助について

大木　　進　議員

1　AEDについて
2　福祉灯油購入費助成について
3　環境対策について

立川　邦男　議員

1　地上デジタル放送の対応について
2　保育所・幼稚園運営について

池渕　　彰　議員

1　第 3次小松島行政改革実施計画及び行財政改革「集中改革プラ
ン」改定の取り組みについて

2　地方公共団体のための財政の健全化に関する法律に伴う事項に
ついて

井内　建治　議員

1　開発に伴う各協議会等のあり方について
2　債務負担行為について

市市 政 Q & A

安平　剛之　議員

1　道路特定財源について
2　日本製紙問題について
3　平成 20 年度当初予算について

米﨑　　孝　議員

1　徳島東部都市計画について
2　市営大林団地の空き家について
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火
葬
場
の
近
隣
自
治
体
と
の
業
務
提
携
は

火
葬
場
の
近
隣
自
治
体
と
の
業
務
提
携
は

答　答　

可
能
性
に
向
け
て

可
能
性
に
向
け
て
探
っ
て
っ
て

　
　

い
き
た
い

き
た
い

翔
政
ク
ラ
ブ　

木
村　

文
彦　
議
員　

火
葬
場
の
近
隣
自
治
体
と
の
業
務
提
携
は

イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
オ
リ
の
設
置
効
果
は

イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
オ
リ
の
設
置
効
果
は

答　答　

二
年
間
で
六
十
八
頭
捕
獲

二
年
間
で
六
十
八
頭
捕
獲

　
　

し
た
し
た

清
進
ク
ラ
ブ　

武
田　
　

清　
議
員　

イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
オ
リ
の
設
置
効
果
は

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●   ●  
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木
村　

火
葬
場
改
築
の
今
後

の
進
め
方
は
。

市
長　

厳
し
い
財
政
状
況
の

中
で
は
あ
る
が
、
地
元
と
会

合
を
持
っ
て
き
た
。
改
築

方
法
と
し
て
は
、
従
来
の
直

営
方
式
で
は
な
く
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ

方
式
（
民
間
活
力
導
入
）
を

採
用
し
た
い
。
時
期
と
し
て

は
平
成
二
十
二
年
度
か
ら

二
十
三
年
度
に
か
け
て
改
築

基
本
計
画
の
策
定
や
用
地
の

購
入
、
ま
た
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
に

基
づ
き
、
特
定
事
業
及
び
、

特
定
事
業
を
実
施
す
る
民
間

事
業
者
の
選
定
に
向
け
て
、

今
後
取
り
組
ん
で
い
く
。

木
村　

近
隣
自
治
体
へ
の
呼

び
か
け
は
。

市
長　

改
築
基
本
計
画
が
具

体
化
す
れ
ば
可
能
性
に
向
け

て
探
っ
て
い
き
た
い
。

木
村　

昨
今
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー

ム
で
不
幸
に
し
て
犬
や
猫
が

亡
く
な
っ
た
場
合
、
近
隣
自

治
体
で
は
処
理
す
る
施
設
が

な
い
。
火
葬
場
改
築
時
に
ペ

ッ
ト
も
処
理
で
き
る
施
設
を

併
用
し
た
ら
ど
う
か
。

市
長　

ペ
ッ
ト
の
処
理
施
設

に
つ
い
て
は
市
民
か
ら
伺
っ

て
い
る
。
財
政
的
な
問
題
等

が
あ
る
が
、
今
後
の
改
築
の

基
本
計
画
等
で
調
査
研
究
し

て
い
き
た
い
。

救
急
救
急
業
務
業
務
の
広
域
化

広
域
化

木
村　

救
急
業
務
の
広
域
化

の
考
え
は
。

消
防
長　

平
成
十
八
年
六
月

消
防
組
織
法
が
改
正
さ
れ
、

県
に
お
い
て
本
年
度
三
月
末

ま
で
に
消
防
広
域
化
推
進
計

画
が
策
定
さ
れ
る
予
定
で
あ

る
。
今
後
、
複
雑
多
様
化
す

る
火
災
対
応
、
救
急
救
助
活

動
の
充
実
を
図
る
た
め
、
消

防
広
域
化
に
よ
る
効
率
化
、

及
び
基
盤
強
化
に
向
け
て
検

討
し
て
い
く
。

武
田　

市
内
で
の
有
害
鳥
獣

の
被
害
状
況
は
。

産
業
建
設
部
長　

数
年
前
は

鳥
類
の
被
害
が
多
く
、五
、六

年
前
よ
り
イ
ノ
シ
シ
が
出
没
、

農
作
物
の
被
害
が
増
え
て
い

る
。

武
田　

平
成
十
七
年
九
月
、

十
八
年
六
月
議
会
で
「
有
害

鳥
獣
捕
獲
対
策
協
議
会
」
の

設
立
に
向
け
、
関
係
者
と
協

議
す
る
と
の
答
弁
を
い
た
だ

い
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
取

り
組
み
は
。

産
業
建
設
部
長　

平
成
十
九

年
四
月
に
協
議
会
を
設
立
、

捕
獲
用
の
オ
リ
を
合
計
九
基

設
置
、
二
年
間
で
イ
ノ
シ
シ

六
十
八
頭
を
捕
獲
し
た
。

武
田　

十
分
な
成
果
が
あ
っ

た
が
、
ま
だ
被
害
が
発
生
し

て
い
る
。
被
害
が
懸
念
さ
れ

る
と
き
は
、
市
や
Ｊ
Ａ
東
と

く
し
ま
に
届
け
る
必
要
が
あ

る
と
思
う
が
。
ま
た
、
捕
獲

用
の
オ
リ
の
増
設
は
。

産
業
建
設
部
長　

被
害
報
告

は
、
Ｊ
Ａ
東
と
く
し
ま
、
関

係
団
体
が
実
施
し
て
い
る
実

行
組
長
会
で
、
ま
た
、
広
報

こ
ま
つ
し
ま
等
で
周
知
す
る
。

捕
獲
用
の
オ
リ
は
二
十
年
度

も
三
基
購
入
予
定
。

カ
ラ
ス

カ
ラ
ス
対
策
対
策
は

武
田　

猟
友
会
に
お
願
い
し

て
銃
器
に
よ
り
捕
獲
し
て
い

る
が
、
カ
ラ
ス
捕
獲
用
の
オ

リ
を
検
討
し
て
は
。

産
業
建
設
部
長　

近
隣
の
市

町
村
の
捕
獲
状
況
を
聴
取
、

購
入
及
び
設
置
に
つ
い
て
は

今
後
検
討
す
る
。

買
物
買
物
時
の
マ
イ
マ
イ
袋
の

　
　
　
　
　
　

推
進
を

推
進
を

武
田　

ご
み
減
量
化
と
CO2
削

減
に
寄
与
す
る
レ
ジ
袋
の
有

料
化
を
海
部
郡
内
で
実
施
し

て
い
る
が
、
客
と
の
ト
ラ
ブ

ル
等
問
題
点
も
あ
る
。
市
内

で
も
一
部
有
料
化
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
難
し
い
。

そ
こ
で
、
お
金
を
支
払
う
所

に
「
マ
イ
袋
持
参
の
提
唱
、

で
き
る
こ
と
か
ら
ひ
と
つ
ず

つ
、
資
源
を
大
切
に
、
レ
ジ

袋
が
不
要
な
方
は
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。
ご
協
力
く
だ
さ

い
。
小
松
島
市
」
と
表
示
板

を
作
製
し
て
は
ど
う
か
。

市
民
環
境
部
長　

消
費
者
協

会
や
衛
生
組
合
と
連
携
し
、

レ
ジ
袋
削
減
を
推
進
す
る
た

め
、
マ
イ
バ
ッ
ク
推
進
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
や
マ
イ
バ
ッ
ク
持

参
を
呼
び
か
け
る
。
市
の
広

報
誌
に
よ
る
マ
イ
バ
ッ
ク
持

参
の
呼
び
か
け
、
掲
示
板
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
今

後
検
討
す
る
。

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●

小松島市営火葬場

イノシシ捕獲オリ
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事
務
事
業
評
価
制
度
の
導
入
は
い
つ
か

事
務
事
業
評
価
制
度
の
導
入
は
い
つ
か

答　答　

平
成
二
十
一
年
四
月

平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
か
ら
、

　
　

本
格
実
施
す
る

本
格
実
施
す
る

前
進
ク
ラ
ブ　

出
口
憲
二
郎　
議
員　

事
務
事
業
評
価
制
度
の
導
入
は
い
つ
か

出
口　

事
務
事
業
評
価
制
度

の
取
り
組
み
が
遅
れ
て
い
る

が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

政
策
監　

二
十
年
度
に
施
行

モ
デ
ル
事
業
の
選
定
を
行
い
、

施
行
評
価
シ
ー
ト
を
確
定

し
、
各
課
一
な
い
し
二
の
重

要
施
策
を
選
定
し
、
全
体
で

四
、五
十
の
事
業
に
つ
い
て

二
十
一
年
度
か
ら
本
格
実
施

を
し
て
い
き
た
い
。

市
長　

可
能
な
限
り
シ
ン
プ

ル
で
市
民
か
ら
見
て
も
わ
か

り
や
す
い
評
価
シ
ー
ト
の
作

成
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
ま

い
り
た
い
。

早
期
健
全
化
団
体
に

早
期
健
全
化
団
体
に

な
る
の
で
は
な
い
か

な
る
の
で
は
な
い
か

出
口　

新
し
い
財
政
再
建
法

の
健
全
化
判
断
比
率
に
よ
る

と
、
本
市
の
決
算
状
況
で

は
「
早
期
健
全
化
団
体
」
と

な
る
恐
れ
が
強
い
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

あ
る
時
期
に
何
年
間
か
か
け

て
財
政
を
再
建
し
、
そ
の
間

は
市
民
の
理
解
を
得
て
、
緊

急
か
つ
必
要
性
の
な
い
事
業

は
中
止
し
、
最
低
限
度
の
事

業
し
か
行
わ
な
い
と
い
う
ぐ

ら
い
の
英
断
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
そ
の
時
期
が
今
だ

と
思
う
が
、
ど
う
か
。

総
務
部
長　

四
つ
の
指
標
比

率
の
う
ち
、
十
八
年
度
決
算

で
は
、「
実
質
赤
字
比
率
」

「
実
質
公
債
比
率
」
に
つ
い

て
は
健
全
化
基
準
を
超
え
て

は
い
な
い
が
、「
連
結
実
質

赤
字
比
率
」「
将
来
負
担
比

率
」
に
つ
い
て
は
、
計
算
方

法
に
不
明
な
点
が
あ
り
、
ま

た
、
国
庫
支
出
金
、
地
方
交

付
税
等
に
つ
い
て
も
、
将
来

に
わ
た
る
見
積
が
必
要
と
な

る
よ
う
で
あ
る
。

市
長　

本
市
の
財
政
状
況
は

依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
下

に
あ
る
。
現
在
は
市
民
サ
ー

ビ
ス
を
低
下
さ
せ
ず
、
経
費

の
削
減
を
図
り
、
改
革
す
べ

き
は
改
革
し
て
い
き
た
い
。

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
処
理

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
処
理

 

業
務
委
託
契
約
に
つ
い
て

業
務
委
託
契
約
に
つ
い
て

出
口　

二
十
年
度
当
初
予
算

に
従
来
ど
お
り
、
一
億
二
千

道
路
特
定
財
源

道
路
特
定
財
源
の
必
要
性
は

必
要
性
は

答　答　

廃
止
廃
止
す
れ
ば

す
れ
ば
市
民
生
活
に

市
民
生
活
に

　
　

悪
影
響
が

悪
影
響
が
出
る
出
る

み
ら
い
の
会　

安
平　

剛
之　
議
員　

道
路
特
定
財
源
の
必
要
性
は

安
平　

本
市
も
道
路
特
定
財

源
の
確
保
を
求
め
て
い
る
が
、

ど
う
し
て
必
要
な
の
か
、
廃

止
さ
れ
れ
ば
市
民
生
活
に
ど

の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
か
。

市
長　

本
市
の
港
湾
機
能
を

発
揮
さ
せ
る
た
め
の
四
国
横

断
自
動
車
道
や
国
道
五
十
五

号
と
港
を
結
ぶ
ア
ク
セ
ス
道

路
等
の
建
設
が
困
難
と
な
る
。

本
市
の
場
合
、
一
億
円
の
減

収
と
試
算
さ
れ
て
お
り
、
今

後
の
道
路
行
政
は
も
と
よ
り
、

既
に
建
設
さ
れ
た
道
路
の
起

債
償
還
に
も
充
当
さ
れ
て
い

る
た
め
、
他
の
行
政
面
、
雇

用
面
と
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に

お
い
て
市
民
の
皆
様
へ
の
影

響
が
あ
る
。

安
平　

必
要
な
道
路
は
つ
く

る
が
、
そ
う
で
な
い
道
路
は

つ
く
ら
な
い
と
論
議
さ
れ
て

い
る
が
、
本
市
と
し
て
必
要

な
道
路
、
不
必
要
な
道
路
と

は
何
か
。

市
長　

高
速
道
路
や
国
道
は

国
が
、
県
道
は
県
が
、
計
画

時
点
に
お
い
て
費
用
対
効

果
を
考
慮
の
上
で
決
定
さ
れ

て
い
る
。
本
市
に
お
い
て
も
、

地
元
か
ら
の
要
望
箇
所
を
、

費
用
対
効
果
を
十
二
分
に
精

査
し
、
協
議
し
、
施
行
し
て

い
る
の
で
、
真
に
必
要
な
道

路
の
み
を
つ
く
っ
て
い
る
。

日
本
製
紙
問
題
の

日
本
製
紙
問
題
の

そ
の
後
は

そ
の
後
は

安
平　

日
本
製
紙
の
撤
退
問

題
に
つ
い
て
、
現
在
の
状
況

は
。

市
長　

十
二
月
十
八
日
に
、

小
松
島
工
場
存
続
に
向
け
て

二
回
目
の
要
望
書
を
提
出
し

た
。
日
本
製
紙
側
は
現
在
も

内
部
調
整
を
継
続
中
と
の
こ

と
で
あ
り
、
今
後
も
関
係
機

関
と
連
携
を
密
に
し
、
情
報

の
収
集
と
共
有
に
努
め
な
が

ら
、
存
続
に
向
け
て
慎
重
に

対
処
し
て
い
く
。

安
平　

も
し
、
撤
退
と
な
れ

ば
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ

る
の
か
。

政
策
監　

予
想
さ
れ
る
問

題
点
と
し
て
、
渇
水
時
に
お

け
る
水
不
足
の
補
填て

ん

、
送
水

管
と
そ
の
地
権
者
、
存
続
す

る
事
業
の
雇
用
、
用
地
利
用

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
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万
円
の
委
託
料
が
計
上
さ
れ

て
い
る
が
、
業
者
と
の
協
議

交
渉
を
し
た
結
果
の
予
算
計

上
な
の
か
。

市
民
環
境
部
長　

地
方
自
治

法
第
二
百
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
、
債
務
負
担
行
為
と
し

て
定
め
ら
れ
て
い
る
以
上
は
、

毎
年
度
支
出
予
算
を
計
上
し

現
年
度
を
行
っ
て
い
る
。

市
長　

今
議

会
終
了
後
、

議
会
の
考
え

方
等
も
あ
る

の
で
、
経
費

の
削
減
等
々

に
つ
い
て
業

者
と
の
協
議

を
進
め
て
い

き
た
い
。
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●  

●  
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●  
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●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  

●  
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道
路
特
定
財
源
の

道
路
特
定
財
源
の
暫
定
暫
定
税
率
税
率
廃
止
廃
止
・

　
　
　
　

一
般
財
源
化

一
般
財
源
化
を
求
め
求
め
よ

答　答　

今
後
も
維
持
し
て
い
た
だ

今
後
も
維
持
し
て
い
た
だ

　
　

き
た
い

き
た
い
と
考
え
る

考
え
る

日
本
共
産
党　

宝　
　
　

覚　
議
員　

道
路
特
定
財
源
の
暫
定
税
率
廃
止
・

　
　
　
　

一
般
財
源
化
を
求
め
よ

宝　

暫
定
税
率
を
廃
止
す
る

と
、
ガ
ソ
リ
ン
・
軽
油
で
年

間
、
市
民
全
体
で
約
九
億
円
、

市
民
一
人
当
た
り
約
二
万
一

千
円
燃
料
費
が
安
く
な
る
。

大
き
な
経
済
波
及
効
果
を
生

み
、
市
民
生
活
応
援
の
メ
リ

ッ
ト
は
絶
大
で
あ
る
。
特
定

財
源
か
ら
十
年
間
で
五
十
九

兆
円
を
使
い
切
る
『
道
路
中

期
計
画
』
は
、
観
光
用
の
六

つ
の
海
峡
大
橋
な
ど
が
主
で
、

通
学
路
、
防
災
な
ど
の
占
め

る
割
合
は
数
％
し
か
な
い
。

一
般
財
源
化
す
れ
ば
、
市
民

が
必
要
と
す
る
社
会
保
障
、

教
育
な
ど
へ
配
分
で
き
、
よ

り
多
く
の
市
道
予
算
確
保
も

可
能
。
市
は
、
前
述
の
暫
定

税
率
廃
止
と
あ
わ
せ
、
一
般

財
源
化
を
求
め
る
べ
き
だ
。

総
務
部
長　

暫
定
税
率
廃
止

で
、地
方
道
路
譲
与
税
、重
量

税
な
ど
合
計
で
二
十
年
度
八

千
六
百
万
円
の
影
響
が
あ
る
。

市
長　

道
路
特
定
財
源
及
び

暫
定
税
率
に
つ
い
て
は
、
今
後

も
維
持
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

七
十
五
歳
以
上
の
差
別
医
療

七
十
五
歳
以
上
の
差
別
医
療

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

の
撤
回

の
撤
回
求
め
よ

求
め
よ

宝　

七
十
五
歳
以
上
を
対
象

と
し
た
新
医
療
制
度
で
、
保

険
料
が
年
金
天
引
き
に
な

る
。
少
な
い
年
金
か
ら
、
生

活
実
態
を
無
視
し
頭
か
ら
徴

収
す
る
や
り
方
は
、
憲
法
第

二
十
五
条
に
抵
触
す
る
疑
い

が
あ
る
。
改
め
る
べ
き
で
は
。

保
健
福
祉
部
長　

年
金
天
引

き
は
、
法
に
基
づ
く
た
め
変

更
で
き
ぬ
。
納
め
る
手
間
を

省
く
た
め
で
も
あ
る
。

宝　

新
制
度
で
は
、
一
年
以

上
滞
納
し
た
七
十
五
歳
以
上

の
方
に
資
格
証
明
書
を
発
行

で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

資
格
証
で
は
事
実
上
、
医
者

に
か
か
れ
な
い
。
発
行
し
な

い
よ
う
広
域
連
合
に
求
め
る

べ
き
だ
。

保
健
福
祉
部
長　

広
域
連
合

が
運
用
基
準
に
従
っ
て
、
適

正
に
処
理
す
る
と
の
考
え
で

あ
る
。市
も
同
じ
考
え
で
あ
る
。

宝　

七
十
五
歳
以
上
で
、
一

年
間
医
者
に
か
か
ら
な
か
っ

た
三
・
五
％
の
人
し
か
特
定

健
診
を
実
施
し
な
い
。「
医
者

に
か
か
れ
ば
健
診
し
た
の
と

同
じ
だ
か
ら
」
が
説
明
理
由
。

し
か
し
、
某
病
院
で
通
院
歴

の
あ
る
百
四
十
一
人
に
、
か

か
っ
て
い
る
の
と
は
別
の
疾

患
が
基
本
健
診
で
発
見
さ
れ

た
実
態
も
あ
る
。
こ
ん
な
差

別
健
診
は
、
ほ
か
に
あ
る
か
。

無
料
で
健
診
継
続
す
べ
き
だ
。

保
健
福
祉
部
長　

無
受
診
者

の
み
に
限
定
し
た
健
診
は
本

県
以
外
に
な
い
。
無
料
化
は

難
し
い
。

宝　

新
制
度
は
、
入
院
期
間

と
病
床
の
大
幅
削
減
な
ど
高

齢
者
に
負
担
増
と
差
別
医
療

を
押
し
つ
け
る
も
の
。中
止
・

撤
回
を
求
め
よ
。

市
長　

高
齢
者
に
明
確
な
負

担
を
し
て
も
ら
う
、
公
平
で

わ
か
り
や
す
い
医
療
制
度
だ
。

国
に
撤
回
を
求
め
る
考
え
は

な
い
。

高齢者、身体のご不自由な方、こども連れの方等を対
象に新たに設置された申請・相談窓口（１階届出窓口横）

等
の
諸
問
題
が
生
ず
る
。
関

係
機
関
と
連
絡
を
密
に
し
、

日
本
製
紙
と
協
議
し
て
い
く
。

中
学
校
教
育
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

中
学
校
教
育
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

更
新
事
業
に
つ
い
て

更
新
事
業
に
つ
い
て

安
平　

中
学
校
教
育
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
更
新
事
業
に
つ
い
て
、

予
算
要
求
時
に
三
千
五
百
万

円
で
あ
っ
た
が
、
予
算
案
で

は
二
千
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

ど
う
し
て
千
五
百
万
円
も
節

減
さ
れ
た
の
か
。

教
育
次
長　

現
存
の
教
育
用

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
シ
ス
テ

ム
が
古
く
、
授
業
で
支
障
を

き
た
す
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
新
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

方
式
で
整
備
す
る
。

総
務
部
長　

財
源
の
確
保
状

況
、
要
求
額
の
妥
当
性
及
び

緊
急
性
が
あ
る
か
な
い
か
査

定
を
し
た
。
ま
た
、
現
在
使

用
中
の
機
器
で
使
用
可
能
な

も
の
は
な
い
か
等
、
経
費
の

削
減
に
努
め
、
結
果
と
し
て

予
算
が
二
千
万
円
に
な
っ
た
。

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●
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Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）

Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）

の
講
習
に
つ
い
て

の
講
習
に
つ
い
て

答　答　

公
民
館
地
域
で
講
習
会
を

公
民
館
地
域
で
講
習
会
を

　
　

実
施
し
、
活
用
し
た
い

実
施
し
、
活
用
し
た
い

公
明
党　

大
木　
　

進　
議
員　

Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）

の
講
習
に
つ
い
て

大
木　

小
松
島
市
内
の

小
・
中
学
校
す
べ
て
に
、

二
〇
〇
七
年
度
、
自
動
体

外
式
除
細
動
器
が
配
置
さ
れ

た
こ
と
が
大
き
く
報
道
さ
れ

た
。
阿
波
市
に
次
い
で
二
番

目
に
設
置
で
き
た
こ
と
に

な
っ
た
。

　

市
民
の
方
々
の
御
寄
付
に

よ
り
、
貴
重
な
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設

置
が
で
き
て
い
る
の
で
、
各

公
民
館
地
域
で
講
習
会
の
機

会
を
ふ
や
し
て
い
き
、
活
用

す
る
考
え
は
。

教
育
次
長　

市
民
の
方
々
か

ら
の
貴
重
な
御
寄
付
等
を
重

視
し
、
今
後
も
市
消
防
本
部

と
さ
ら
な
る
連
携
を
図
り
、

十
一
公
民
館
地
域
で
Ａ
Ｅ
Ｄ

の
講
習
を
実
施
し
、
地
域
の

方
々
が
活
用
で
き
る
よ
う
、

公
民
館
地
域
で
事
業
ご
と
の

機
会
を
と
ら
え
、
周
知
し
、

活
用
し
て
い
き
た
い
。

福
祉
灯
油
購
入
費

福
祉
灯
油
購
入
費

助
成
助
成
に
つ
い
て

に
つ
い
て

大
木　

原
油
高
騰
に
よ
り
、

徳
島
県
は
、
生
活
保
護
受
給

世
帯
な
ど
低
所
得
者
世
帯
に

二
千
円
を
助
成
す
る
「
福
祉

灯
油
購
入
費
助
成
事
業
」
を

始
め
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

小
松
島
市
で
も
実
施
さ
れ
る

と
聞
い
て
い
る
が
、
ど
の
よ

う
に
さ
れ
る
の
か
。

保
健
福
祉
部
長　

十
九
年
度

に
限
り
の
緊
急
対
策
と
し

て
、
灯
油
購
入
費
の
一
部
、

一
世
帯
当
た
り
二
千
円
を
助

成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
在
宅

で
生
活
す
る
低
所
得
の
高
齢

者
等
の
経
済
的
負
担
の
軽
減

を
図
る
。
対
象
世
帯
は
、
生

活
保
護
世
帯
、高
齢
者
世
帯
、

障
害
者
世
帯
、
ひ
と
り
親
世

帯
で
あ
る
。
生
活
保
護
世
帯

は
、
三
月
三
日
の
保
護
費
支

給
日
に
助
成
支
給
。
そ
の
他

の
世
帯
に
つ
い
て
は
、
三
月

初
旬
に
福
祉
灯
油
購
入
の
お

知
ら
せ
と
助
成
申
請
書
を
送

付
す
る
。
必
要
事
項
を
記
入

し
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
等

で
三
月
末
日
ま
で
に
返
送
し

て
い
た
だ
き
、受
付
審
査
後
、

口
座
振
り
込
み
と
な
っ
て
い

る
。

大
木　

助
成
者
の
概
数
と
、

全
幼
稚
園
に
お
け
る

全
幼
稚
園
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　

預
り
保
育
の
充
実
を

預
り
保
育
の
充
実
を

答　答　

財
政
的

財
政
的
理
由
に

理
由
に
よ
り
よ
り

　
　

不
可
能
で

不
可
能
で
あ
る
あ
る

政
研　

立
川　

邦
男　
議
員　

全
幼
稚
園
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　

預
り
保
育
の
充
実
を

立
川　

当
然
幼
稚
園
教
育
を

受
け
る
べ
き
児
童
が
三
百
二

十
三
名
い
る
。
幼
稚
園
の
就

園
率
改
善
の
た
め
、
時
間
外

の
保
育
の
充
実
を
希
望
す

る
。

市
長　

四
園
（
北
小
松
島
・

芝
田
・
立
江
・
坂
野
）
に
お

い
て
は
、
事
前
連
絡
が
あ
れ

ば
、
先
生
が
六
時
ま
で
待
機

し
て
い
る
。

立
川　

四
歳
児
、
五
歳
児
の

保
育
所
入
所
の
実
態
は
。

保
健
福
祉
部
長　

本
年
度
、

公
立
七
保
育
所
で
は
、
四
歳

児
、
五
歳
児
と
も
に
六
十
名

で
、
三
六
％
を
占
め
る
。
市

立
保
育
所
を
含
む
全
体
で

は
、四
歳
児
が
百
六
十
一
名
、

五
歳
児
が
百
六
十
二
名
で
、

全
体
の
四
九
％
を
占
め
る
。

立
川　

公
立
保
育
所
の
、
待

機
児
童
、
空
き
待
ち
児
童
の

実
数
は
。継
続
児
童
・
新
入
所

希
望
児
童
の
優
先
順
位
は
。

保
健
福
祉
部
長　

入
所
を
希

望
す
る
入
所
資
格
児
童
の
待

機
は
な
い
。
ま
た
、
希
望
保

育
所
へ
の
入
所
を
待
つ
空
き

待
ち
児
童
は
、
本
年
度
は
五

名
い
た
。

保
育
所
入
所
児
童
の

保
育
所
入
所
児
童
の

選
考
基
準
は

選
考
基
準
は

立
川　

空
き
待
ち
児
童
存
在

に
関
連
す
る
が
、
保
育
所
へ

の
選
考
基
準
は
。

保
健
福
祉
部
長　

入
所
基
準

は
、市
内
在
住
の
住
民
登
録
、

ま
た
は
外
国
人
登
録
を
さ
れ

て
い
る
世
帯
を
有
す
る
家
庭

の
児
童
で
、
保
護
者
の
い
ず

れ
も
が
居
宅
外
労
働
を
常
態

と
す
る
等
、
同
居
の
親
族
等

が
保
育
不
能
常
態
で
あ
る
家

庭
の
児
童
と
、
児
童
福
祉
法

に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

選
考
方
法
は
、
保
護
者
所

得
状
況
の
把
握
、
就
労
証
明

書
、
育
休
証
明
書
等
の
提
出

を
受
け
、
家
庭
状
況
等
を
調

査
し
、
総
合
的
に
判
断
す

る
。

　

優
先
順
位
は
、
や
は
り
継

続
児
童
を
同
保
育
所
で
保
育

す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
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